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浦
安
市
で
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を
促

進
す
る
た
め
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
機
器
や
シ
ス
テ
ム
導
入
へ
の
支
援

に
つ
い
て
、
戸
建
て
住
宅
へ
は
、
太
陽
光

発
電
シ
ス
テ
ム
や
家
庭
用
燃
料
電
池
シ
ス

テ
ム
な
ど
を
設
置
す
る
エ
コ
ホ
ー
ム
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
が
、
集
合
住
宅
へ

は
街
灯
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
場
合
の
補
助
金

の
み
と
な
っ
て
い
ま
す(

下
表
参
照)

。 

６
月
議
会
で
日
本
共
産
党
は
千
代
田
区

の
集
合
住
宅
へ
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
修
等

へ
の
助
成
に
つ
い
て
示
し
、
浦
安
で
も
導

入
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。 

      千
代
田
区
で
は
、
都
市
部
の
ヒ
ー
ト
ア

イ
ラ
ン
ド
現
象
緩
和
、
地
球
温
暖
化
防

止
・
都
市
景
観
の
向
上
な
ど
、
良
好
な
生

活
環
境
の
保
全
及
び
改
善
を
図
る
と
し

て
、
国
や
都
か
ら
の
補
助
金
が
な
い
な
か

単
独
事
業
と
し
て
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
修
等

へ
の
助
成
や
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
を

緩
和
す
る
対
策
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す(

下
表
参
照)

。 

答
弁
に
立
っ
た
都
市
環
境
部
長
は
「
集

合
住
宅
へ
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
機
器
等
の
導
入
に
対
す
る
、
共
有
部

分
の
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
等
の
他
の
事
例
を

参
考
に
調
査
研
究
し
て
い
く
」
と
答
え
る

に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。 

日
本
共
産
党
は
今
後
も
改
善
を
求
め
て

い
き
ま
す
。 
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地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
へ

の
対
策
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

集
合
住
宅
へ
の
支
援
制
度
を
充
実
し
て
ほ
し
い
と
い
う

要
望
を
受
け
、
千
代
田
区
の
先
進
的
な
対
策
を
元
に
６
月
議

会
で
一
般
質
問
し
ま
し
た
。 

市
議
会
議
員 

美
勢
麻
里 

201７年 8月 21日 

第 1４2５号 

号 

対象 市内の分譲集合住宅の管理組合

補助金
の額

街灯 1基の新設設置経費10分の2以
内で10万円限度、年度内3基まで

改修、修理経費10分の8以内で 10万
円限度。LED以外からLEDへの改修・
修理は、35万円から LEDへの改修・
修理以外に要した経費を差し引いた
額を限度とする

支払った街灯電気料の額

浦安市分譲集合住宅の街灯補助金

管理組合が管理する街灯の新設や維持管理
経費の全部または一部を補助

街灯維
持管理

助成対象 助成項目 助成内容

一般家庭
（マンショ
ン専有部
含む）

エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）、
太陽光発電システム、蓄電システ
ム、燃料電池システム、高効率ガス
給湯器、ＬＥＤ照明改修工事、窓断熱
対策（二重窓・複層ガラス）

対象経費２０％（上限合計50
万円）

対象経費の２０％
～100戸 上限100万円
101～200戸 上限200万円
201戸～ 上限300万円

2017年度千代田区の集合住宅への省エネルギー改修等助成制度

ＬＥＤ照明　空調
マンション
共用部

ヒートアイランド現象を緩和する対策の費用の一部を助成⇒屋上緑化や壁面
緑化、屋上に高反射率塗料を塗布する工事、窓ガラスへの日射調整フィルム・
コーティング材による遮熱対策、ドライ型ミスト発生装置の設置など



第１４２５号 

６
月
議
会
最
終
日
、
日
本
共
産
党
浦
安
市
議
団
は
広
瀬
明
子
議
員
と
共
に
２
本
の
意

見
書
を
発
議
し
、
民
進
党
議
員
２
人
が
賛
成
し
ま
し
た
が
、
５
対
１
５
で
否
決
さ
れ
ま

し
た
。
意
見
書
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
か
ら
６
年
余
が
過
ぎ
ま
し

た
が
、
今
な
お
15
万
人
の
被
災
者
が
応
急
仮

設
や
み
な
し
仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
お
り
、
生
活
と
生
業
の
再
建
は
道

半
ば
で
す
。
２
０
１
４
年
８
月
に
は
広
島
市

の
豪
雨
土
砂
災
害
、
２
０
１
５
年
９
月
に
関

東
東
北
豪
雨
災
害
、
２
０
１
６
年
の
４
月
に

２
度
も
震
度
７
の
激
震
が
熊
本
市
で
発
生

し
、
大
量
の
家
屋
が
全
半
壊
・
一
部
損
壊
す

る
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。 

地
球
温
暖
化
も
影
響
し
た
ゲ
リ
ラ
豪
雨
や

竜
巻
な
ど
の
異
常
気
象
が
発
生
し
、
地
震
の

活
動
期
に
入
っ
て
い
る
わ
が
国
で
は
、
大
規

模
な
自
然
災
害
は
全
国
ど
こ
で
も
起
き
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。 

被
災
者
の
最
大
の
願
い
は
一
日
で
も
早
く

安
心
で
き
る
住
ま
い
や
生
活
空
間
を
得
て
地

域
で
暮
ら
す
こ
と
で
す
。 

住
宅
の
再
建
は
、
一
人
ひ
と
り
の
被
災
者

の
生
活
再
建
の
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域 

  「
共
謀
罪
」
（
テ
ロ
等
準
備
罪
）
法
は
、
国

民
へ
の
説
明
不
足
と
十
分
な
議
論
抜
き
に
採

決
を
強
行
し
ま
し
た
。 

こ
れ
ほ
ど
重
大
な
法
律
を
強
行
採
決
で
押

し
切
っ
た
こ
と
は
、
与
党
勢
力
が
国
会
で
圧

倒
的
多
数
を
占
め
な
が
ら
、
国
民
の
前
で

堂
々
と
議
論
す
る
正
当
な
理
論
も
根
拠
も
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

  

そ
も
そ
も
、
国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約
（
Ｔ

Ｏ
Ｃ
条
約
）
の
主
眼
は
、
マ
フ
ィ
ア
等
の
国

際
的
な
経
済
犯
罪
へ
の
対
策
な
の
で
あ
り

「
テ
ロ
対
策
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
状
の

国
内
法
で
も
条
約
の
締
結
は
可
能
だ
と
さ
れ

て
お
り
、「
立
法
事
実
」
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 
 

ま
た
、「
共
謀
罪
」
法
は
、
日
本
の
自
由
と

民
主
主
義
を
押
し
つ
ぶ
す
憲
法
違
反
の
法
律

で
す
。
こ
の
法
律
は
、「
何
を
し
た
か
」
で
は

な
く
「
何
を
考
え
、
合
意
し
た
か
」
を
罪
に

す
る
、「
内
心
を
罰
す
る
」
も
の
な
の
で
す 

日
本
は
戦
前
、
治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
国 

 

へ
の
定
住
を
促
し
、
人
口
流
出
を
防
ぎ
、
地

域
の
活
力
や
コ
ミ
ュ
ュ
テ
ィ
を
保
つ
た
め
に

も
不
可
欠
で
あ
り
地
域
全
体
の
復
興
を
左
右 

す
る
重
要
な
課
題
で
、
公
共
性
の
あ
る
施
策

で
す
。 

  

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
は
施
行
後
、
２ 

度
の
改
正
が
行
わ
れ
、
２
０
０
７
年
度
の
改

正
の
際
の
「
４
年
後
に
制
度
の
拡
充
に
向
け

て
見
直
す
」
付
帯
決
議
は
い
ま
だ
に
実
現
し

て
い
ま
せ
ん
。 

現
在
、
全
壊
家
屋
の
再
建
に
最
大
３
０
０

万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
不
十
分
で
す
。
資

材
や
人
件
費
等
の
高
騰
の
下
で
自
宅
再
建
や

住
宅
確
保
の
た
め
に
は
５
０
０
万
円
へ
の
増

額
が
急
務
で
す
。 

自
然
災
害
に
よ
る
全
半
壊
の
住
宅
被
害
は

も
と
よ
り
圧
倒
的
多
数
の
一
部
損
壊
の
被
災

者
か
ら
も
悲
鳴
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。 

す
べ
て
の
被
災
者
の
住
宅
再
建
を
支
え
、

従
来
の
生
活
と
生
業
を
取
り
戻
す
た
め
に
は

国
に
よ
る
支
援
が
不
可
欠
で
す
。 

 

  民
の
思
想
を
取
り
締
ま
り
弾
圧
し
た
痛
苦
の

反
省
か
ら
、
憲
法
で
「
思
想
・
良
心
の
自
由
」

(

第
１
９
条
）、「
集
会
・
結
社
・
表
現
の
自
由
・

通
信
の
秘
密
」（
第
２
１
条
）
等
を
定
め
た
の

で
す
。
そ
の
憲
法
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
に

な
る
「
共
謀
罪
」
法
は
到
底
認
め
ら
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  

さ
ら
に
、「
一
般
人
は
対
象
に
な
ら
な
い
」

と
い
い
な
が
ら
「
一
般
人
か
ら
一
変
す
る
危

険
も
あ
る
」
と
し
て
、
警
察
の
判
断
で
尾
行
・

張
込
・
潜
入
・
盗
聴
な
ど
、
国
民
に
対
す
る

監
視
を
合
法
と
す
る
も
の
で
す
。
国
連
の
人

権
理
事
会
が
任
命
す
る
「
特
別
報
告
者
」
か

ら
安
倍
首
相
宛
て
に
書
簡
が
届
き
、「
共
謀

罪
」
法
は
「
人
権
を
制
約
す
る
恐
れ
が
あ
る
」

と
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
の
悪
法
な
の
で
す
。 

子
ど
も
た
ち
に
平
和
な
未
来
を
手
渡
す
た

め
に
も
、
自
由
に
物
が
言
え
な
い
社
会
な
ど

絶
対
に
許
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 
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